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各局長 殿
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（公 印 省 略）

防衛省本省の内部部局における後援等の名義の使用の承認に関す

る訓令の実施について（通知）

標記について、防衛省における後援等の名義の使用に関する訓令（平成２７

年防衛省訓令第３１号。以下「訓令」という。）第１３条の規定に基づき、下

記のとおり定めたので通知する。

記

１ 訓令第５条から第１１条までに係る事務は、防衛省組織令（昭和２９年６

月３０日政令第１７８号）第１章第２節第３款に規定する防衛省本省の内部

部局の各課等の所掌事務により、部外行事の趣旨及び内容に関係する事務を

所掌する防衛省本省の内部部局の課等（以下「本省内局課等」という。）に

おいて行うものとする。

なお、部外行事の趣旨及び内容に関係する本省内局課等が複数ある場合に

は、関係する本省内局課等の協議により、担当する本省内局課等を決めるも

のとする。

２ 後援等の名義の使用の承認又は取消しに係る起案文書は、大臣官房文書課

に合議するものとする。

３ 訓令第１２条に係る事務は、大臣官房文書課及び各局の庶務担当課が行う

ものとする。
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